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第１ 章 日本および神奈川県における女性活躍推進の現状と 課題 

 

特別寄稿 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授 

日本学術会議連携会員 二神 枝保 氏 

 

１  日本におけるジェ ンダー平等 

 

現在、 持続可能な開発目標（ SDGs: Sustainable Development Goals） の追求は、 世界的潮流

と なっ ている。 SDGs は、 2015 年 9 月に開催さ れた国連サミ ッ ト で採択さ れた 17 の国際目

標である 。 そこ では、誰一人取り 残さ ないこ と を 誓っ ており 、 イ ンク ルーシブな社会の実現

を 決意し ている（ United Nations, 2015）。 目標のひと つは、 ジェ ンダー平等を実現し 、 すべて

の女性と 女児のエンパワーメ ント を図るこ と である。ジェ ンダー平等（ gender equality） は、

持続可能な開発に不可欠なキーワード であり 、 重要な概念になっ ている（ 二神、 2021）。  

日本の SDGs 達成度は、 2021 年に世界 165 か国中第 18 位であるが、 ジェ ンダー平等は最

大の課題のひと つになっ ている。と く に、国会議員に占める 女性比率、男女賃金格差、家事・

育児など無償労働時間の男女格差に重要な課題があると 指摘さ れている（ Sachs et al., 2021）。 

 

 

 

Global  Gender  Gap  Report 2021（ World Economic Forum, 2021） によれば、 男女格差を

測るグロ ーバル・ ジェ ンダー・ ギャ ッ プ指数に関し て、 日本は 0.656 で、 156 か国中第 120

位である（ 図 1）。 なお、 グロ ーバル・ ジェ ンダー・ ギャ ッ プ指数は、 0 が完全不平等、 1 が
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図1 日本のグローバル・ジェンダー・ギャップ指数
出所：World Economic Forum (2021) より二神作成。
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完全平等を意味し ている。 と く に、 政治分野では 0.061 で第 147 位、 経済分野では 0.604 で

第 117 位であり 、 ジェ ンダー平等が実現さ れていない（ 二神、 2021）。  

 

２  日本および神奈川県における女性のキャ リ ア形成 

 

（ １ ） 日本的経営と 女性管理職 

日本において、 ジェ ンダー平等が実現さ れていないのはなぜか。 本章では、 企業経営の視

点から 、 その理由を考察し たい。 こ こ では、 日本的経営と 女性管理職について考察する。  

日本的経営は、 終身雇用、 年功序列、 企業内組合の伝統的な雇用慣行によっ て特徴づけら

れる。 と く に終身雇用は、 Abegglen（ 1958） が述べるよ う に、 従業員が学校を 卒業し て直ち

に入社し 、 社内の教育訓練を 受け、 定年までその企業に継続し て雇用さ れるこ と を いう 。た

だし 、 実際には、中途採用や中途退社も 少なから ず見受けら れたので、 終身雇用はやや誇張

さ れた表現と いえるが、他の諸国に比べて勤続年数や定着率が長いので、長期雇用が行われ

ていると いえるだろ う （ 二神、 2017）。  

 終身雇用は、 し かし ながら 、 日本の大企業においてのみ適用さ れてき たと さ れる。また、

特に終身雇用は男性の正規従業員に対し てのみ適用さ れてき たのであり 、し かも 、その雇用

保障は非正規従業員の雇用の調整弁によ っ て守ら れてき たと さ れる 。 非正規従業員の大半

は、 女性たちであっ た。 つまり 、 日本の大企業の、 特に大卒の男性だけが終身雇用を享受で

き たと いう こ と になる（ 二神、 2017）。  

 多く の日本企業が女性たち を積極的に活用し 始めたのは、 1986 年の男女雇用機会均等法

が施行さ れた後の 1980 年代後半であると いわれている 。以降、勤続年数は徐々に長期化し 、

女性総合職が誕生し 、 女性管理職も 増大し つつあるが、 その比率はなおも 低い。  
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厚生労働省「 賃金構造基本統計調査」 の民間企業における女性管理職割合の推移（ 図 2）

を みると 、 係長相当職では、 平成元年の 4.6％から 令和元年の 18.9％まで増加し ている。 し

かし 、部長相当職では、平成元年の 1.3％から 令和元年の 6.9％と 緩やかに増加し ているも の

の、 女性の占める割合が依然と し て低い状況にあるこ と がわかる。 なお、 神奈川県において

も 、 管理職に占める女性の割合は、 低い。 神奈川県男女共同参画推進条例に基づく 届出結果

によ れば、 神奈川県内の事業所における 令和元年度の係長相当職に占める女性の割合は、

14.9％、 部長相当職では 5.4％と なっ ている。   

冒頭に述べたよう に、 日本のグローバル・ ジェ ン ダー・ ギャ ッ プ指数は、 経済分野では

0.604 で 117 位であり 、 日本における女性の地位は低い。 こ う し た状況は、 日本の女性管理

職比率の低さ がその要因のひと つと さ れる。  

ガラ スの天井（ glass ceiling）と いう 言葉は、アメ リ カ の女性の昇進の障壁を 表現し ている。

Global Gender Gap Report 2021（ World Economic Forum, 2021） によ れば、 アメ リ カ の女性管

理職比率は、 42.2％と なっ ているが、 女性役員比率は 26.1％であり 、 高いと はいえない。 つ

まり 、ト ッ プの地位がすぐ そこ に見えているけれども 、なかなかその地位まで出世でき ない

し 、 女性たちにはガラ スの天井のよう に昇進の壁が立ちはだかっ ていると いえるだろ う 。  

ノ ルウェ ーでは 2004 年に会社法が改正さ れ、 ク ォ ータ 制が導入さ れた。 ノ ルウェ ーの女

性役員比率は 40.20％と なっ ている （ World Economic Forum, 2021）。 ノ ルウェ ーのク ォ ータ

制の導入を契機と し て、 ヨ ーロッ パ各国ではク ォ ータ 制の導入が進んでいる。  

日本でも ク ォ ータ 制の導入は検討さ れつつあるが、 女性役員比率は 8.4％と 低く 、 女性た

ちはト ッ プの地位をみるこ と も 、 出世するこ と も 難し いので、 いまだ「 障子の天井」 と いえ
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るかも し れない（ 二神、 2017）。  

2015 年に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（ 通称「 女性活躍推進法」） が

制定さ れ、2016 年 4 月より 施行さ れている。女性活躍推進法によれば、国・ 地方公共団体、

301 人以上の大企業は、 ①自社の女性活躍に関する状況把握・ 課題分析、 ②数値目標と 取組

を 盛り 込んだ行動計画の策定・ 届出・ 周知・ 公表、 ③女性の活躍に関する情報の公表を行わ

なければなら ない。 なお、 2019 年に女性活躍推進法は改正さ れ、 2020 年 6 月より 段階的に

施行さ れている。 主な改正内容は、 ①一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、 ②女性活

躍に関する情報公表の強化、 ③特例認定制度（ プラ チナえるぼし ） の創設と なっ ている。 こ

う し た動き のなかで、 女性管理職の育成など女性活躍の取組が推進さ れている。  
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（ ２ ） Ｍ字型カ ーブと ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンス 

 

 

 日本の女性の年齢階級別労働力率は、 M 字型カ ーブを 描いている（ Futagami and Helms, 

2009; 2017, Futagami, 2010）。 つまり 、 子育ての時期に仕事を 辞める女性が多いこ と から 、 M

字型カ ーブのよう に、 ある一定期間は労働力率が落ち込むのである。 総務省「 労働力調査」

によれば、30 年前と 比較すると 、その M 字型カ ーブの底は以前に比べて浅く なっ ているし 、

その底も 20 歳代後半から 30 歳代へと 変化し ている。 し かし 、 スウェ ーデンの逆 U 字型や

ド イ ツの台形型と 比べると 、 図 3 のよう に、 日本の労働力率は依然と し て M 字型であるこ

と に特徴がある。 そし て、 総務省の平成 27 年「 国勢調査結果」 によれば、 と く に神奈川県

は M 字型カ ーブの底の値、 深さ と も に全国最下位と なっ ている（ 図 4）。  
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図 4 女性の年齢階級別労働力率： 全国および神奈川県 

 
 出所： 総務省統計局（ 2015）「 国勢調査結果」 を加工し てかなテラ ス作成。  

 

こ れは、言い換えると 、日本の女性たちが子育ての時期に仕事を 中断せざるを 得ない状況

にあるこ と を 示し ている。 日本では、 ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンスの実現に向けての施策や制

度が不足し ているから と も いえるだろ う （ Futagami and Helms, 2009; 2017, Futagami, 2010）。 

 

 

図 5 家事・ 育児関連時間：「 夫婦と 子ども の世帯」 に限定し た夫と 妻の１ 日当たり 「 家

事」、「 介護・ 看護」、「 育児」 および「 買い物」 の合計時間（ 週全体平均）。  

 
出所： 総務省統計局（ 2016）「 社会生活基本調査」 を基にかなテラ ス作成。  

 

また、 家事・ 育児関連時間の男女格差も M 字型カ ーブの要因のひと つと いえるだろ う 。

総務省の平成 28 年「 社会生活基本調査」 によれば、 1 日当たり の妻の家事・ 育児関連時間

が 7 時間 34 分であるのに対し 、 夫は 1 時間 23 分と なっ ている。 神奈川県においては、 妻

の家事・ 育児関連時間は 8 時間 7 分と 全国平均を 30 分以上上回っ ており 、夫は 1 時間 15 分

と 全国平均を 下回っ ている（ 図 5）。 こ う し た結果から も 、 家事や育児の負担が女性に偏っ
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ているこ と がわかる。 さ ら に、 同調査によると 、 神奈川県は通勤時間の長さ が 1 日当たり 1

時間 45 分と 全国で最も 長く 、 こ う し た点が夫の家事・ 育児関連時間の短さ にも 影響し てい

ると も いわれており 、 M 字型カ ーブの底の値、 深さ と も に全国最下位である要因になっ て

いるだろ う 。  

1995 年より 育児・ 介護休業法が施行さ れ、 2021 年 6 月に育児・ 介護休業法が改正さ れ、

2022 年 4 月から 段階的に施行さ れる。 今回の改正では、 男性の育児休業取得促進のための

子の出生直後の時期における 柔軟な育児休業の枠組みの創設や育児休業を 取得し やすい雇

用環境整備および妊娠・ 出産の申し 出をし た労働者に対する個別の周知・ 意向確認の措置の

義務付け、 育児休業の分割取得が検討さ れた。 また、 育児休業の取得の状況の公表の義務付

けや有期雇用労働者の育児・ 介護休業取得要件の緩和も 検討さ れた。ただし 、実際には育児・

介護休業を取得する者のほと んどは女性であり 、男性の育児・ 介護休業取得率は依然と し て

低い。 厚生労働省の令和 2 年度「 雇用均等基本調査」 によれば、 女性の育児休業取得率は

81.6％であるのに対し て、 男性のそれは 12.65％にすぎない。 神奈川県においても 、 事業所

における 育児休業取得者は全体の 83.4％が女性であり 、 男性は 16.6％にすぎない。  

日本社会に根付いている女性に対する伝統的な考え方が、 M 字型カ ーブに影響し ている

と も いわれている。 日本女性の伝統的な生き 方の模範と し て、「 良妻賢母」 と いう 言葉・ 考

え方がある。特に明治初期以来の政府の富国強兵策は、良妻賢母によっ て支えら れてき たと

も いえる だろ う 。女性たち は家庭の中で良い妻であり 、賢い母であり 続ける こ と が求めら れ

た時代でも あっ た。「 男性は仕事、女性は家庭」 と いう「 性別役割分業」 意識はこ う し て人々

の間に根付いていた（ Futagami and Helms, 2009;2017, Futagami, 2010）。  

当然こ う し た考え方は、少なから ず戦後の女性たちの働き 方、生き 方に影響を 与えるこ と

にも なっ た。 性別役割分業がク ローズアッ プさ れるよう になっ たひと つの契機は、 1979 年

の「 女子に対する あら ゆる形態の差別の撤廃に関する条約（ 通称「 女子差別撤廃条約」）」 の

採択であっ た。条約では、あら ゆる形態の差別の原因と なっ ている性別役割分業の変更が男

女の完全な平等の達成に必要である と 主張し ている 。 社会通念と なっ ている 性別役割分業

意識が、男女賃金格差や昇進格差など職業における男女格差の根拠のみなら ず、女性の職業

継続の困難を も 導いていると さ れる（ Futagami and Helms, 2009; 2017, Futagami, 2010）。  

最近では、人びと の考え方も 変化し 、社会全体と し ても 女性の就業を肯定的に捉える傾向

が強まっ ている。 内閣府の令和元年「 男女共同参画社会に関する世論調査」 によれば、「 夫

は外で働き 、 妻は家庭を守るべき である」 と いう 考え方について、 35.0％が「 賛成（ 賛成＋

どちら かと いえば賛成）」 と 回答し ており 、59.8％が「 反対（ 反対＋どちら かと いえば反対）」

と 回答し ている。平成 28 年度と 比べてみると 、「 賛成」 と 回答し た者の割合が低下し（ 40.6％

→35.0％）、「 反対」 と 回答し た者の割合が上昇し ている（ 54.3％→59.8％）。 また、 神奈川県

の令和 2 年度「 県民ニーズ調査結果（ 基本調査）」 においても 、「 夫は外で働き 、 妻は家庭を

守るべき だ」 と いう 考え方について、 84.9％が「 そう 思わない」 と 回答し ている。 こ のよう

に、 人びと の性別役割分業意識は次第になく なり つつある と いえるだろ う 。  
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し たがっ て、男女が共にいき いき と 人間ら し く 働き 続け、キャ リ アを 形成するためにも 、

ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスが重要な課題と なっ ている（ 二神、 2017）。  

2019 年 4 月から 働き 方改革関連法（ 働き 方改革を 推進するための関係法律の整備に関す

る法律） が施行さ れている。 同法では、 ダイ バーシティ の推進、 長時間労働の是正、 多様で

柔軟な働き 方の実現、 雇用形態にかかわら ない公正な待遇の確保などの措置が講じ ら れて

いる。 そし て、 日本でも ワーク・ ラ イ フ ・ バラ ンスを 実現するため、 働き 方が大き く 変わり

つつある 。  

その意味で、 のちに述べるスウェ ーデンやフ ラ ンスにおけるワーク・ ラ イ フ・ バラ ンスの

政策は参考になるだろ う 。  

 

（ ３ ） 女性非正規従業員と ディ ーセント ・ ワーク  

2021 年 9 月の総務省統計局の「 労働力調査」 によると 、 正規従業員の割合は 1986 年の

83.4％から 2021 年の 63.5％にまで減少し ている 一方、 非正規従業員の割合は 1986 年の

16.6％から 2021 年の 36.5％にまで増加し ている。 非正規従業員の中には、 パート タ イ ム労

働者、 派遣労働者、 契約社員、 嘱託などが含まれる。 そし て、 非正規従業員の 68.9％は女性

である。と く に就業形態別に男女比を みると 、パート タ イ ム労働者の 88.2％は女性である。

こ のよ う に、 日本の非正規従業員の多く が女性である こ と がわかる （ 二神、 2001； 2020, 

Futagami and Helms, 2009; 2017）。  

最近では、 女性の働き 方に関し 、「 L 字型カ ーブ」 と いう 新たな課題も 指摘さ れている。

「 L 字型カ ーブ」 と は女性の正規雇用比率を グラ フ で表し た際、 20 代後半から 30 代前半を

境に右肩下がり と なり 、 L 字のよう にみえる現象のこ と を いう 。 総務省統計局の「 労働力調

査（ 基本集計） 2020 年（ 令和 2 年） 平均結果」 によれば、 25-34 歳を 境に女性の正規雇用比

率は下がり 続けており 、 神奈川県でも こ の傾向は顕著である（ 図 6）。 出産や子育てなどの

ラ イ フ イ ベント によっ て、 女性の働き 方が大き く 影響を受けているこ と がわかる。  
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図 6 女性の年齢階級別正規雇用比率（ 全国・ 神奈川県）  

 
出所： 総務省統計局「 労働力調査（ 基本集計） 2020 年（ 令和 2 年） 平均結果」 および 

神奈川県統計センタ ー「 神奈川県労働力調査結果（ 2020 年平均）」 を基にかなテラ ス作成。  

 

また、正規従業員と 非正規従業員の職場の満足度を比較すると 、と く に「 雇用の安定性」、

「 仕事の内容・ やり がい」、「 正社員と の人間関係、 コ ミ ュ ニケーショ ン 」、「 職場の環境」、

「 福利厚生」、「 教育訓練・ 能力開発のあり 方」、「 賃金」、「 職業生活全体」 の面で、 非正規従

業員の方が正規従業員より も 満足度が低いこ と がわかる（ 令和元年「 就業形態の多様化に関

する総合実態調査」）。  

そし て、 令和 2 年「 賃金構造基本統計調査」 によれば、 雇用形態間賃金格差（ 正規従業員

＝100） は 66.3 と なっ ている。 正規従業員と 非正規従業員の賃金格差は 20 歳代にはさ ほど

格差がないも のの、 45 歳以上になると その格差は 2 倍近く に拡大し ているこ と がわかる。  
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さ ら に、 令和 2 年度「 能力開発基本調査」 によれば、 職業教育・ 訓練に関し て、 正規従業

員と 非正規従業員に格差がみら れている 。 正規従業員に対し て企業の 68.2％が OFF-JT、

56.5％が計画的 OJT、 79.6％が自己啓発支援を実施し ている一方で、 非正規従業員に対し て

は企業の 29％が OFF-JT、 22.3％が計画的 OJT、 58.9％が自己啓発支援を 実施し ているにす

ぎない（ 図 7）。  

こ のよう にみると 、 賃金、 職業教育・ 訓練、 福利厚生、 職務保障等の面で、 正規従業員と

非正規従業員の格差が著し いこ と がわかる 。 こ う し た状況は、 ILO の提唱するディ ーセン

ト ・ ワーク の観点から 問題があると いえるだろ う 。 ディ ーセント ・ ワーク（ decent work） と

は、「 働き がいのある人間ら し い仕事」 と 意訳するこ と ができ る。 Ghai（ 2006） は、 フ ルタ

イ ムのみなら ず、 パート タ イ ムや臨時工においても 、 また男性労働のみなら ず、 女性労働に

おいても ディ ーセント ・ ワーク を 実現するべき である と 述べている。 最近では、 さ きに述べ

たよう に、 非正規従業員の比率が増大し つつあり 、 し かも 、 その大半が女性であるこ と を考

慮するなら ば、 女性たちがディ ーセント ・ ワーク を 行う こ と ができ るよう に、 賃金、 職業教

育・ 訓練、 福利厚生、 職務保障等の面で、 正規従業員と 非正規従業員と の格差を 是正するこ

と が今後の課題である（ 二神、 2017）。  

2020 年 4 月より パート タ イ ム・ 有期雇用労働法（ 中小企業は 2021 年 4 月より 施行） およ

び労働者派遣法が改正さ れ、 施行さ れている。 改正の内容は、 ①不合理な待遇差の禁止、 ②

労働者に対する待遇に関する 説明義務の強化、 ③裁判外紛争解決手続き （ 行政 ADR） の整

備と なっ ている 。 こ のよう に同一企業内における正規従業員と 非正規従業員と の間の不合

理な待遇の格差を なく し 、 どのよ う な雇用形態を 選択し ても 納得し て働き 続けら れる よう
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図7  正規従業員と非正規従業員の職業教育・訓練の比較
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出所：令和2年度「能力開発基本調査」より二神作成。
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にするこ と 、つまり 雇用形態にかかわら ない公正な待遇の確保によ っ て、多様で柔軟な働き

方を 選択でき るよう な法整備が進めら れている。  

女性のキャ リ ア・ マネジメ ント を 展望するう えで、 ディ ーセント ・ ワーク の観点から 、 非

正規従業員と 正規従業員の均等待遇を 配慮するこ と が重要である。その意味で、のちに述べ

るオラ ン ダのフ レ キシキュ リ ティ ・ モデルは示唆に富んでいる。  

 

３  神奈川県の女性活躍推進の好事例 

 

（ １ ） 株式会社フ ァ ンケルの事例 

ア 株式会社フ ァ ンケルの創業と 女性活躍の企業風土 

本項では、女性活躍推進企業の好事例と し て、神奈川県に所在する株式会社フ ァ ンケルに

ついて検討する。  

株式会社フ ァ ンケルは、 1980 年に池森賢二氏が創業し た化粧品・ 健康食品の研究開発、

製造およ び販売する企業である。池森氏は、妻の肌荒れを き っ かけに無添加化粧品を 作るこ

と を 思いついたと いう 。そし て、肌荒れの原因と なる防腐剤を 入れない無添加化粧品を 開発

し 、 製造・ 販売するこ と になっ た（ 池森， 2004）。    

現在では、 フ ァ ンケルの売上高は 1,149 億円、 営業利益は 115 億円、 従業員数は 901 名と

なっ ている（ 表 1）。  

 

表 1 企業概要 

会社名 株式会社 フ ァ ンケル 

設立年 １ ９ ８ １ 年 

資本金 １ ０ ７ 億 ９ , ５ 0 0 万円 

事業内容 
化粧品・ 健康食品の 

研究開発、 製造および販売 

売上高 
１ , １ ４ ９ 億円 

（ ２ ０ ２ ０ 年度）  

営業利益 
１ １ ５ 億円 

（ ２ ０ ２ ０ 年度）  

従業員数 

９ ０ １ 名 

（ ２ ０ ２ １ 年３ 月現在。       

契約・ パート など除く ）  

出所： 株式会社フ ァ ンケル H P より 作成。  
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創業以来、フ ァ ンケルは女性従業員比率が高く 、女性の活躍なし では会社の成長はなかっ

た。 また、 お客様も 女性が多く 、 お客様視点を 大事にする フ ァ ンケルにと っ て、 女性の視点

は欠かせないも のであると いう こ と から 、女性従業員が中心と なり 、活躍する企業風土が根

付いている。  

 

イ  女性のキャ リ ア開発と ダイ バーシティ の推進 

フ ァ ンケルでは、 女性、 男性が支え合い、 共に能力を 発揮でき る働き やすい職場づく り を

目指し ている。 2021 年 3 月現在、 全従業員のう ち女性が 572 名で、 63.5％を占めている（ 表

2）。 女性管理職比率は 107 名で、 46.5％である。 女性取締役比率は 1 名で、 11.1％である。

女性執行役員比率は 3 名で、 25.0％である。 女性の平均勤続年数は 12.3 年で、 男性の 12.2

年と ほぼ同じ である。  

 

表２  フ ァ ンケルにおける女性の活躍状況 

女性従業員数 

(比率) 

５ ７ ２ 名 

（ ６ ３ ． ５ ％）  

女性管理職数 

（ 比率）  

１ ０ ７ 名 

（ ４ ６ ． ５ ％）  

女性取締役数 

（ 比率）  

１ 名 

（ １ １ ． １ ％）  

女性執行役員数 

（ 比率）  

３ 名 

（ ２ ５ ． ０ ％）  

女性の平均勤続年数 １ ２ ． ３ 年 

              ※2021 年 3 月現在。  

出所： 株式会社フ ァ ンケル H P およ びイ ンタ ヴュ ー資料より 作成。  

 

 女性が中心と なっ て、 無添加、 健康食品などの製造開発、 宣伝、 販売促進を 担っ ているこ

と が高く 評価さ れ、 2015 年には内閣府が実施する「 女性が輝く 先進企業」 にも 選ばれてい

る。  

 フ ァ ン ケルでは、ダイ バーシティ を 推進し ている。ダイ バーシティ 推進スローガンと し て

『 みんな違っ てあたり まえ』 を 掲げている。様々な価値観や考え方を も つ多様な人材が個性

や能力を 発揮し 、新し い価値を生み出し 続けるこ と が最も 重要なこ と であると し ている。そ

し て、 お互いの多様性を 認め合う 女性活躍推進は企業価値や従業員のエンゲージメ ン ト を

向上し 、 ひいては会社の強さ につなげていく こ と ができると し ている。 し たがっ て、女性管

理職の積極的な登用によっ て、 2023 年度までに女性管理職比率 50％を 目指し ている。 次世

代女性役員候補の育成も 中長期的な課題になっ ている。  
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ウ ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ン ス 

 フ ァ ンケルのワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス支援策は、 充実し ている。 法定の産前産後休暇や

育児休業以外に、フ ァ ンケルでは子ども の看護休暇の取得日数を拡充（ 法定年 5 日を年 8 日

まで取得可能） し 、 毎月 1 万円の子ども 手当の「 よいこ 手当」 を整備し ている。 また、 子ど

も が小学校を 卒業するまで利用でき る短時間勤務制度も 用意し ている。  

男性従業員も 配偶者出産・ 育児支援休暇を 取得でき る。 こ れは、 配偶者が出産し てから 1

年以内に 5 日取得可能な特別有給休暇を 付与するも のである。  

また、フ ァ ンケルでは従業員の有給休暇取得を 促進するために、リ フ レッ シュ 休暇やラ イ

フ イ ベン ト 休暇を 推奨し ている。 リ フ レ ッ シュ 休暇は、計画的に 2-5 日の連続休暇の取得を

年度開始時に計画し 、 取得でき るも のである。 ラ イ フ イ ベント 休暇は、 誕生日（ 本人および

親族、 ペッ ト 、 パート ナー） や子ども の行事、 記念日等に取得でき るも のである。  

さ ら に、 フ ァ ンケルでは従業員自身のキャ リ アを 振り 返る ための休暇と し てディ スカ バ

リ ー休暇を設けている。 こ れは、 勤続の節目の年（ 勤続 5、 15、 25、 35 年） にキャ リ ア開発

のための休暇制度と し て、 キャ リ アの振り 返り と 今後のキャ リ アについて考える機会と し

て特別有給休暇を 5 日間付与するも のである。  

なお、 職場には保健師が 5 名常駐し 、 従業員の心と 体のケアを実施し ている。 女性の健康

に関する セミ ナーも 行い、 従業員の知識向上に努めている 。  

こ のよう な充実し たワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンス支援策によっ て、 2020 年度の育児休業取

得率は 100％、 育児休業取得後の復職率は 100％、 育児休業取得後の定着率は 100％、 短時

間勤務の利用者は 119 名、 配偶者出産・ 育児支援休暇は 19 名と なっ ている。 し たがっ て、

フ ァ ンケルでは、 従業員たち がワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスを実現し ている。  

 

エ 柔軟な働き 方 

フ ァ ンケルでは、 様々な柔軟な働き 方を用意し ている。  

フ レ ッ ク スタ イ ム制では、労働時間管理を月次単位で行い、自律し た社員の育成と 生産性

の向上を 目指し ている。  

在宅勤務は、 も と も と ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス支援策と し て、 育児・ 介護を する従業員

が利用でき るよう な勤務形態であっ たが、妊娠や長時間通勤を し ている通勤弱者、出張等の

外出後の勤務方法と し ても 利用が拡大し つつある。 2020 年から は新型コ ロナウイ ルス感染

予防対策と し て、 シフ ト 勤務者以外全員に利用者が拡大し ている。  

フ ァ ンケルでは、 店舗契約社員の雇用管理区分を 廃止し 、 2018 年 4 月より 店舗契約社員

全員をエリ ア正社員へ切り 替えた。 エリ ア正社員は、 原則転居を 伴う 異動がないため、 担当

する地域で安定し て働く こ と ができ る。また、賞与の支給ルールの改定や休日日数の処遇を

改善し た。  

また、 2018 年度より 本社部門、 工場部門で働く 契約社員と パート 社員全員を 契約期間の
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定めのない「 無期労働契約」 へ切り 替えた。  

アソ シエイ ト 正社員は、 2019 年に新設さ れた雇用区分であるが、 介護、 自身の身体の病

気や障がいを 理由に、フ ルタ イ ム勤務が難し い正社員に対し 、本人の希望する時間や日数で

フ レ キシブルに勤務でき るも のである。  

なお、パート や派遣から 、契約社員を 経て正社員へ登用する仕組みも 整えている。2020 年

度では 8 名を 正社員へ登用し ている。  

こ のよう に、 フ ァ ンケルでは従業員たちが長く 安心し て活躍でき る環境を整備し ており 、

従業員たちが多様で柔軟な働き 方を実現し ている。  

 

オ 女性活躍推進にと っ て重要なこ と  

フ ァ ンケルでは、 女性管理職、 女性専門職育成のため、 女性のキャ リ ア開発の積極的な取

組が行われている。フ ァ ン ケル大学も 企業内教育機関と し て、こ う し た女性のキャ リ ア開発

に役立っ ている。 また、 様々なワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス支援策によっ て、 女性従業員のみ

なら ず、 男性従業員も ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンスの向上を 実現し ている。 さ ら に、 女性が多

く を 占めている 店舗契約社員のエリ ア正社員への切り 替え、 フ レ ッ ク スタ イ ム制や在宅勤

務など、女性たちが長く 安心し て活躍でき る環境を 整備するこ と で、多様で柔軟な働き 方が

実現し ている。そし て、本事例の最大の特徴のひと つは、創業当初から 女性活躍が単なる「 し

く み」 ではなく 「 企業風土」 と し て根付いている点であり 、 フ ァ ン ケルが女性活躍推進の好

事例である最大の理由と なっ ている。  

 

（ ２ ） 横浜国立大学と ダイ バーシティ 連携協議会 KT（ かながわと う き ょ う ） の事例 

ア 横浜国立大学のダイ バーシティ 推進と ダイ バーシティ 連携協議会 KT の設立 

 女性活躍を 推進するために、産学官連携による女性のキャ リ ア開発は、と ても 重要な役割

を 果たし ている。本項では、横浜国立大学のダイ バーシティ 推進の取組と 横浜国立大学を中

心と する 産学官連携ネッ ト ワーク である「 ダイ バーシティ 連携協議会 KT（ かながわと う き

ょ う ）」 を好事例と し て取り 上げる。  

 横浜国立大学では、 従来から 男女共同参画室、 障がい学生支援室、 保健管理センタ ー、 な

んでも 相談室などがそれぞれ活動を展開し ていた。 2016 年に、 総務担当理事を 中心にダイ

バーシティ W G を 立ち上げた。 2018 年に、 横浜国立大学は、 大成建設株式会社、 帝人株式

会社と と も に、 文部科学省科学技術人材育成費補助事業（ JST） の「 ダイ バーシティ 研修環

境実現イ ニシアティ ブ（ 牽引型）」 に採択さ れた。 牽引型プロジェ ク ト の目的は、 各機関や

地域の特色を 生かし ながら 相互に協力し 、 また、 多く の機関と 連携するこ と により 、 多様性

に富む研究環境を 整備すると と も に、女性研究者・ 技術者の活躍促進を牽引するこ と にある。

し たがっ て、 横浜国立大学、 大成、 帝人の 3 機関と 神奈川・ 東京に拠点を おく 企業、 研究機

関、 自治体の産学官機関から 構成さ れる「 ダイ バーシティ 連携協議会 KT（ かながわと う き

ょ う ）」 が設立さ れた。 連携企業は、 男女共同参画事業に熱心に取り 組んでいる実績がある
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企業、 研究機関、 自治体などである。 ダイ バーシティ 連携協議会 KT の実施体制は、 図 9 の

通り である。  

こ れを 機に、 2019 年に横浜国立大学は「 ダイ バーシティ 宣言」 を 行っ た。 2020 年 4 月に

は、様々な相違を個性と し て尊重し 、その多様性を 活かすこ と で組織のパフ ォ ーマンスを向

上さ せる こ と を目的と し て、 ダイ バーシティ 戦略推進本部を設置し た。  

 

図 9 ダイバーシティ 連携協議会 KT の実施体制 

 
出所： ダイ バーシティ 連携協議会 KT の HP より 作成（ https://www.sankaku-diversity.ynu.ac.jp

/outline/system）。  

 

イ  産学官連携による女性のキャ リ ア開発 

JST ダイ バーシティ 事業の取組は 3 本柱と なっ ている。 それは、 ①研究力の向上、 ②次世

代育成、 ③環境整備である。  

 まず第 1 に、 研究力の向上については、 企業と の共同研究を 実施し ている。 横浜国立大学

と 帝人グループと の共同研究「 カ ルテン」 では、超軽量不燃天井材に吸音性があるこ と から 、

保育施設内の反響音を 低減するこ と を 確認し 、 子ども にも 保育者にも やさ し い環境を 作る

こ と に貢献し ている。 こ う し た共同研究は、 女性研究者を 中心に進めら れている。 女性が代

表者と なる研究プロジェ ク ト の推進によっ て、女性の研究力の向上を図り 、上位職登用につ

なげるねら いがある。また、こ れまでにない新し い視点から 研究を 進めら れる可能性も ある

https://www.sankaku-diversity.ynu.ac.jp
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だろ う 。  

また、大成建設と のブリ ッ ジセミ ナーも 実施し ている。大成建設と 横浜国立大学の技術者、

研究者を 対象に、 関心ある研究テーマについて、 2019 年から 合計 9 回のセミ ナーが共同開

催さ れている。 なお、共同研究の実施において、 ク ロスアポイ ント メ ント 制度を 活用するこ

と も ひと つの特徴と なっ ている。ク ロスアポイ ント メ ント 制度と は、研究者が大学や企業な

ど 2 つ以上の機関に雇用さ れつつ、 それぞれの機関における役割に応じ て研究や教育に従

事するこ と を 可能にする制度であるが、 研究力の向上に役立っ ている。  

第 2 に 、 次 世 代 育 成 の 取 組 と し て 、 横浜国立大学では、 大成建設や帝人など KT

連携企業と 協働し て、 大学生・ 大学院生向けに「 ダイ バーシティ 概論」 の講座を 実施し てい

る。 講座では、 KT 協議会メ ン バーの企業のダイ バーシティ ＆イ ンク ルージョ ン（ D& I） 担

当者や人事担当者が講師と し て、 女性のキャ リ ア開発や企業の D& I についての講義を行っ

ており 、 大学生・ 大学院生の人材育成に貢献し ている。  

また、 女子中高生向けのキャ リ ア教育も 行っ ている。 理工チャ レン ジ（ リ コ チャ レ） は、

女子中高生が理工系分野に興味を も ち、進路選択でき るよう に応援するため、内閣府男女共

同参画局が中心と なっ ている取組である が、 KT 連携協議会の共同実施機関の大成建設が、

リ コ チャ レを 開催し た。そこ では、女性技術者たちがト ンネル技術開発の土木の仕事を 女子

中高生に紹介し 、 横浜国立大学卒業の女性技術者も こ れに参加し た。 こ のよう に、 女子中高

生のキャ リ ア教育にも 貢献し ている。  

 第 3 に、 環境整備と し て、 男性の意識改革を進めている。 KT 連携企業と 協働で男性向け

に、 育児・ 介護をテーマにセミ ナーを 実施し 、 産学官の取組や課題を共有し ている。 また、

上位役職者を 対象にアンコ ン シャ スバイ アスセミ ナーも 開催し ている。そし て、男女が働き

やすい環境整備と し て、 産学官連携で男性の意識改革に取り 組んでいる。  

 こ のよ う に、 産学官連携による女性のキャ リ ア開発と 活躍が推進さ れている。  

 

ウ 女性活躍推進の課題と 展望 

 ダイ バーシティ 連携協議会 KT の設立・ 運営によっ て、 横浜国立大学では、 産学官連携に

よる共同研究を推進し 、 次世代を 育成し 、 男女が働き やすい環境を 整備し てき たが、女性活

躍推進にと っ てどのよう な成果を も たら し ただろ う か。また、 女性活躍推進にあたっ て、ど

のよう な課題があるだろ う か。さ ら に、どのよう な女性活躍推進の未来を 展望でき るだろ う

か。  

図 10 は、 ダイ バーシティ 連携協議会 KT の目標・ 行動計画である。 図 10 が示すよう に、

横浜国立大学、 大成建設、 帝人の 3 機関では、 それぞれ女性活躍推進の達成目標を明確に設

定し ている。  
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教員が、新任教員に対し て仕事や生活の悩みに助言を するメ ンタ ー制度も 、ワーク・ ラ イ フ・

バラ ンス支援策と し て実施し ている。  

 2020 年度の男性教職員の育児休業取得者は 1 名で全体の 16.7％、 2021 年度の男性教職員

の育児休業取得者は 4 名で全体の 33.3％であり 、 少し ずつ増加し ている。 また、 2020 年度

の男性教職員の介護休業取得者は 1 名、 2021 年度の男性教職員の介護休業取得者は 1 名で

あり 、 と も に 100％を 男性教職員が占めている。 ただし 、 男性教職員の育児休業取得率（ 子

ども が生まれた者のう ち 、 育児休業を 取得し た者の比率） は低く 、 2020 年度の全国平均

12.65％には至っ ていないよう である。 し たがっ て、 先に述べたよ う な産学官連携でセミ ナ

ーを 開催し たり 、男性の育児休業についての座談会を 開いて情報発信するなどし て、男性教

職員の育児・ 介護休業取得者を増やす取組が積極的に進めら れている。  

 ワーク・ ラ イ フ・ バラ ン スの実現には、 働き 方そのも のの見直し が必要であり 、 大学にお

ける制度の硬直性、 設備整備のための予算措置など課題も 残さ れている。  

 本事例の最大の特徴のひと つは、産学官連携による女性のキャ リ ア開発であるだろう 。女

子中高生向けのキャ リ ア教育や大学生・ 大学院生向けに「 ダイ バーシティ 概論」 の講座など

を 産学官連携で実施するこ と で、女子学生たちに具体的なキャ リ ア像を 提供し 、彼女たちが

キャ リ ア・ ヴィ ジョ ンを描き 、 キャ リ ア・ プラ ンを 作成するこ と に役立っ ている。 こ う し た

産学官連携による女性のキャ リ ア開発の取組は、将来的に女性活躍を推進し 、展望する好事

例と いえるだろ う 。  

 

４  まと め： 女性活躍推進の現状と 課題  

 

本章で述べたよう に、 日本のグローバル・ ジェ ンダー・ ギャ ッ プ指数は 0.656 で、 156 か

国中第 120 位であり 、ジェ ンダー平等が実現さ れていない。日本における女性のキャ リ ア形

成の特徴と し て、 女性管理職比率が低いこ と 、 女性の年齢階級別労働力率が M 字型カ ーブ

を 描く こ と 、非正規従業員に女性が多いこ と が挙げら れた。神奈川県でも 同様の傾向であり 、

と く に М字型カ ーブの底の値、 深さ と も に全国最下位と なっ ている。  

し たがっ て、日本および神奈川県において女性活躍を 推進するためには、第 1 に女性管理

職の育成など女性のキャ リ ア開発に取り 組むこ と が重要である 。 ク ォ ータ 制などの導入も

有効であるだろ う 。  

第 2 に、 女性たちが長く 働き 続けら れるよう に、 ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンスの実現に向け

ての施策や制度を 整備するこ と が不可欠である。そのためには、働き 方そのも のの見直し も

必要であるだろ う 。  

第 3 に、非正規従業員の多く が女性であり 、日本では非正規従業員の働き 方がディ ーセン

ト ・ ワーク の観点から 問題があるこ と から 、非正規と 正規の均等待遇を 目指すこ と が大切で

あろ う 。  

 本章では、 神奈川県の女性活躍推進の好事例を検討し た。 フ ァ ンケルの事例では、女性の
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キャ リ ア開発やワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス、 柔軟な働き 方において学ぶべき 点が多いが、 と

く に女性活躍推進が単なる「 し く み」 ではなく 「 企業風土」 と し て根付いている点が最大の

特徴と いえるだろ う 。  

また、 横浜国立大学と ダイ バーシティ 連携協議会 KT の事例では、 産学官連携による女性

のキャ リ ア開発が最大の特徴と いえるだろ う 。 女性のキャ リ ア開発も ひと つの企業組織だ

けではなく 、大学や行政と 連携し ながら 行う こ と が不可欠になり つつある。グローバル化、

情報化、 技術革新、 規制緩和などが進展する現在、 企業を 取り 巻く 環境も 激変し ており 、 も

はやひと つの企業内だけでその人材の専門技能やキャ リ アを 開発する こ と は不可能になり

つつある。そう し た意味で産学官連携の女性のキャ リ ア開発は急務であり 、こ れから の人材

開発のひと つのモデルと いえるだろ う 。  

 

参考文献 

 

Abegglen,J.C.（ 1958） The Japanese factory:  Aspects of its social organization, Free Press（ 占部都

美監訳『 日本の経営』 ダイ ヤモンド 社、 1960 年） . 

二神枝保（ 2001）「 人材の流動化と 男女のキャ リ ア」 佐野陽子ほか編著『 ジェ ンダー･マネジ

メ ント 』 pp.268-288、 東洋経済新報社. 

Futagami, Shiho（ 2010） Non-Standard Employment in Japan: Gender Dimensions, International 

Institute for Labour Studies, International Labour Organization, 200, pp.1-20. 

二神枝保（ 2020） 『 雇用・ 人材開発の日欧比較： ダイ バーシティ ＆イ ンク ルージョ ン の視点

から の分析』 中央経済社．  

二神枝保（ 2021） 「 女性研究者の活躍を 推進するための課題と 展望： 多様性と 包摂の視点か

ら の分析」 『 学術の動向』 第26巻、 第2号、 pp.78-81．  

Futagami, Shiho and Helms, M . M arilyn（ 2009） Emerging female entrepreneurship in Japan: A case 

study of Digimon Workers, Thunderbird International Business Review, Vol.51, No.1, pp.71-85. 

Futagami, Shiho and Helms, M . Marilyn（ 2017） Can W omen Avoid the Rice Paper Ceiling? : A 

SW OT Analysis of Entrepreneurship in Japan, SAM Advanced Management Journal, Vol.82, 

No.2, Spring, pp.40-52. 

二神枝保， 村木厚子（ 2017） 『 キャ リ ア・ マネジメ ント の未来図: ダイ バーシティ と イ ンク

ルージョ ンの視点から の展望』 八千代出版. 

Ghai, Dharam（ 2006） Decent work:  Objectives and strategies, International Labour Office（ ILO） . 

池森賢二（ 2004） 「 私の経営観―フ ァ ンケルの創業から 現在まで―」 『 横浜経営研究』 第25

巻、 第1号、 pp.1-10. 

Sachs, J. D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., W oelm, F.（ 2021） Sustainable Development Report 

2021:  The Decade of Action for the Sustainable Development Goals, Cambridge University Press. 

United Nations（ 2015） Transforming our world： the 2030 Agenda for Sustainable Development. 



29 

World Economic Forum（ 2021） Global Gender Gap Report 2021. 

 

【 謝辞】 株式会社フ ァ ンケル管理本部人事部人事企画グループ和田聡美様、横浜国立大学泉

真由子副学長、池島祥文学長補佐に貴重なお話をお伺さ せていただき まし て、心より お礼申

し 上げます。  

                       




